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───────────────────────────────────────────

平成26年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 １ 月 会 議 会 議 録（第２日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成26年１月30日 午前10時00分開議

日程第１ 議案第１号 損害賠償の額の決定について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第２ 議案第２号 損害賠償の額の決定について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第３ 議案第３号 損害賠償の額の決定について
総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決

日程第４ 議案第４号

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う

関係条例の整備に関する条例の制定につい

て

両常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第５ 議案第５号
壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条

例等の一部改正について

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決

日程第６ 議案第６号
壱岐市自動車教習場条例の一部改正につい

て

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決

日程第７ 議案第７号
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市三島診療所）

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決

日程第８ 議案第８号
公の施設の指定管理者の指定について（壱

岐市原島診療所）

総務文教厚生常任委員長報告・

可決 本会議・可決

日程第９ 請願第１号 壱岐カード詐欺事件に関する請願
壱岐カード詐欺事件に関する特

別委員長報告・採択 本会議・

採択

日程第10 発議第１号
壱岐カード詐欺事件の早期かつ円満な解決

を求める決議について

提出議員 説明 質疑なし

委員会付託省略 本会議・可決

日程第11 壱岐市農業委員会委員推薦の件 推薦 決定

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第２号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（15名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君

３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君
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５番 小金丸益明君 ６番 深見 義輝君

７番 今西 菊乃君 ９番 田原 輝男君

10番 豊坂 敏文君 11番 中田 恭一君

12番 久間 進君 13番 市山 繁君

14番 牧永 護君 15番 鵜瀬 和博君

16番 町田 正一君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

８番 市山 和幸君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 桝崎 文雄君 事務局次長 米村 和久君

事務局次長補佐 吉井 弘二君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

副市長 ………………… 山下 三郎君 総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君

市民部長 ……………… 川原 裕喜君 保健環境部長 ………… 斉藤 和秀君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 堀江 敬治君

教育次長 ……………… 米倉 勇次君 消防本部消防長 ……… 小川 聖治君

病院部長 ……………… 左野 健治君 総務課長 ……………… 久間 博喜君

財政課長 ……………… 西原 辰也君 会計管理者 …………… 土谷 勝君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（町田 正一君） おはようございます。

会議に入る前に、御報告いたします。

壱岐新聞社より、報道取材のため撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしております

ので御了承願います。

市山和幸議員からインフルエンザにより欠席の届けがあっております。

ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。
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これから、議事日程表第２号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第１号～日程第９．請願第１号

○議長（町田 正一君） 日程第１、議案第１号損害賠償の額の決定についてから、日程第９、請

願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願についてまで、９件を一括議題とします。

本案の審査は各委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について各委員長から

報告を求めます。

初めに、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。豊坂敏文総務文教厚生常任委員長。

〔総務文教厚生常任委員長（豊坂 敏文君） 登壇〕

○総務文教厚生常任委員長（豊坂 敏文君） 総務文教厚生常任委員会の報告をいたします。平成

２６年壱岐市議会定例会１月会議において、総務文教厚生常任委員会に付託された議案は、審査

の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。

議案第３号損害賠償の額の決定について、原案可決。議案第４号消費税率及び地方消費税率の

引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、本議案は分割審査であり、本委員

会に付託された部分の、第１条壱岐市行政財産使用料条例の一部改正、第２条壱岐市自動車駐車

場条例の一部改正、第３条壱岐市芦辺浦住民集会所条例の一部改正、第４条壱岐市三島航路事業

条例の一部改正、第１３条壱岐市地域福祉活動拠点施設条例の一部改正、第１４条壱岐地域生活

ホーム設置及び使用に関する条例の一部改正、第１５条壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一

部改正、第２９条壱岐市公民館条例の一部改正、第３０条壱岐西部開発総合センター条例の一部

改正、第３１条壱岐島開発総合センター条例の一部改正、第３２条壱岐市体育施設条例の一部改

正、第３３条壱岐市ふれあい広場条例の一部改正、第３４条壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例

の一部改正、第３５条壱岐市石田ふれあいの森広場条例の一部改正、第３６条壱岐文化ホール条

例の一部改正、第３７条壱岐市全天候型多目的施設条例の一部改正、第３８条壱岐市石田農村環

境改善センター条例の一部改正、第３９条壱岐市都市公園条例の一部改正、第４０条壱岐市特定

地区公園条例の一部改正、第４１条壱岐市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正については、

原案可決。議案第５号壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例等の一部改正について、原案

可決。議案第６号壱岐市自動車教習場条例の一部改正について、原案可決。議案第７号公の施設

の指定管理者の指定について（壱岐市三島診療所）原案可決。議案第８号公の施設の指定管理者

の指定について（壱岐市原島診療所）原案可決。

委員会の意見として、損害賠償については、今後重大な事故を起こさないためにも原因を究明

をし、危機感を持って十分な確認等を行い、安全対策の徹底をするとともに、環境整備を図るこ

とを望むということで意見を出しております。
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以上、報告します。

○議長（町田 正一君） これから、総務文教厚生常任委員長の報告に対し、質疑を行います。

なお、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容について提出者に質

疑することはできませんので申し上げておきます。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わり

ます。

〔総務文教厚生常任委員長（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。深見義輝産業建設常任委

員長。

〔産業建設常任委員長（深見 義輝君） 登壇〕

○産業建設常任委員長（深見 義輝君） 平成２６年壱岐市議会定例会１月会議において、産業建

設常任委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則

第１１０条の規定により報告します。

議案番号、件名、審査の結果の順に報告します。

議案第１号損害賠償の額の決定について、原案可決。議案第２号損害賠償の額の決定について、

原案可決。議案第４号消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について、本議案は分割審査であり、本委員会に付託された部分の、第５条サンドーム壱

岐条例の一部改正、第６条壱岐市魚菜市場条例の一部改正、第７条壱岐市商工業等研修施設条例

の一部改正、第８条壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正、第９条マリンパル壱岐条例の一部

改正、第１０条壱岐市串山海洋性公園条例の一部改正、第１１条壱岐市シーサイド小水浜条例の

一部改正、第１２条壱岐市ケーブルテレビ施設条例の一部改正、第１６条壱岐市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正、第１７条壱岐市自給肥料供給センター条例の一部改正、第

１８条壱岐市死亡獣畜取扱場条例の一部改正、第１９条壱岐市農業機械銀行条例の一部改正、第

２０条壱岐風民の郷条例の一部改正、第２１条壱岐出会いの村条例の一部改正、第２２条壱岐市

漁港管理条例の一部改正、第２３条壱岐市水産共同作業施設条例の一部改正、第２４条壱岐市営

ターミナルビル条例の一部改正、第２５条壱岐市港湾施設管理条例の一部改正、第２６条壱岐市

堆肥センター条例の一部改正、第２７条壱岐市道路占用料徴収条例の一部改正、第２８条壱岐市

準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正については、原案可決。

委員会の意見としては、総務文教厚生常任委員会と同じく、損害賠償については、今後重大な

事故を起こさないためにも原因を究明し、危機感を持ち安全対策を徹底するとともに、業務の環
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境整備を図ること。

以上、報告します。

○議長（町田 正一君） これから、産業建設常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑あ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。

〔産業建設常任委員長（深見 義輝君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 次に、壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員長の報告を求めます。

深見義輝特別委員長。

〔壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員長（深見 義輝君） 登壇〕

○壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員長（深見 義輝君） 平成２６年壱岐市議会定例会

１月会議において、壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員会に付託された請願は、審査の

結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１４３条の規定により報告いたします。

受理番号、請願第１号。付託年月日、平成２６年１月２７日。件名、壱岐カード詐欺事件に関

する請願。審査の結果、採択すべきもの。委員会の意見、なし。措置、要望書提出。

以上、報告します。

○議長（町田 正一君） これから、壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員長の報告に対し、

質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別

委員長の報告を終わります。

〔壱岐カード詐欺事件に関する請願の特別委員長（深見 義輝君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 以上で、各委員会の報告を終わります。

これから、議案第１号損害賠償の額の決定について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第１号損害賠償の額の決定については、委

員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第２号損害賠償の額の決定について討論を行います。討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第２号損害賠償の額の決定については、委

員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第３号損害賠償の額の決定について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第３号損害賠償の額の決定については、委

員長報告のとおり可決されました。

これから、議案第４号消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する両委員

長の報告は可決です。両委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第４号消費税率及び地方消費税率の引き上

げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、両委員長の報告のとおり可決されまし

た。

次に、議案第５号壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例等の一部改正について、討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第５号壱岐市税外収入金に係る督促等に関

する条例等の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第６号壱岐市自動車教習場条例の一部改正について討論を行います。討論はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第６号壱岐市自動車教習場条例の一部改正

については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市三島診療所）討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第７号公の施設の指定管理者の指定につい

て（壱岐市三島診療所）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８号公の施設の指定管理者の指定について（壱岐市原島診療所）討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、議案第８号公の施設の指定管理者の指定につい

て（壱岐市原島診療所）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、請願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願について討論を行います。討論はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、請願第１号を採決します。この採決は起立によって行います。この請願に対する委

員長の報告は採択すべきものです。この請願は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、請願第１号壱岐カード詐欺事件に関する請願は、

委員長報告のとおり採択することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第１０．発議第１号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１０、壱岐カード詐欺事件の早期かつ円満な解決を求める

決議についてを議題とします。

提出議案の説明を求めます。６番、深見義輝議員。

〔提出議員（深見 義輝君） 登壇〕

○提出議員（６番 深見 義輝君） 発議第１号、平成２６年１月３０日、壱岐市議会議長町田正

一様。提出者、壱岐市議会議員深見義輝。賛成者、壱岐市議会議員市山和幸、同じく中田恭一。

壱岐カード詐欺事件の早期かつ円満な解決を求める決議について。

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

壱岐カード詐欺事件の早期かつ円満な解決を求める決議（案）。

壱岐カード詐欺事件の被害者らが、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターに対し、Ｓ

ＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社、アイフル株式会社及びＣＦＪ合同会社を相手方と

して申し立てした下記事件については、事案の特殊性を考慮し、早期かつ円満な解決がなされる

よう要望する。

壱岐カード詐欺事件の概要及び事案の特殊性については、記載のとおりです。

以上、決議する。

平成２６年１月３０日。長崎県壱岐市議会。提出先、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決セ

ンター、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社、アイフル株式会社、ＣＦＪ合同会社。

○議長（町田 正一君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

〔提出議員（深見 義輝君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） お諮りします。本案については会議規則第３７条第２項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって本案については、委員会付託を省略するこ

とに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから、発議第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（町田 正一君） 起立多数です。よって、発議第１号壱岐カード詐欺事件の早期かつ円満

な解決を求める決議については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１１．壱岐市農業委員会委員推薦の件

○議長（町田 正一君） 次に、日程第１１、壱岐市農業委員会委員推薦の件を議題とします。

お諮りします。推薦の方法は議長において指名したいと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって農業委員の推薦は、議長において指名する

ことに決定しました。

それでは指名します。議会推薦の委員は４人とし、冨田英司氏、柳川信行氏、米倉美智子氏、

山本由紀江氏、以上の４名の方を推薦したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員は４人とし、冨田英

司氏、柳川信行氏、米倉美智子氏、山本由紀江氏、以上の方を推薦することに決定しました。

以上で、予定された議事は終了しましたが、この際お諮りします。１月会議において議決され

ました案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、壱岐

市議会会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しまし

た。

────────────・────・────────────
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○議長（町田 正一君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

以上をもちまして、平成２６年壱岐市議会定例会１月会議を終了いたします。

以上で散会いたします。お疲れさまでした。

午前10時22分散会

──────────────────────────────
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